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と　き 対　象　地　区 ところ

12 月 24 日
（木）

午
前 上吉羽 ､木立 ､下宇和田 ､上宇和田 ､下吉羽

市 役 所
第二庁舎2階
第 1 会 議 室

午
後

惣新田 ､ 細野 ､ 西関宿 ､ 花島 ､ 中島 ､ 槙野地 ､
戸島 ､戸島 1･2 丁目

12 月 25 日
（金）

午
前

中 1～5丁目 ､北 1～3丁目、南 1～3丁目 ､
東 1～5丁目 ､西 1・2丁目、緑台 1･2 丁目 ､
権現堂 ､中川崎、下川崎、上高野、上高野 1丁目、
神明内 ､天神島 ､天神島 1丁目 ､平須賀 ､
平須賀 1･2 丁目

午
後

大字幸手 ､内国府間、千塚、円藤内、松石、高須賀、
外国府間、吉野 ､吉野 1丁目 ､神扇 ､平野 ､
中野 ､長間 ､栄、香日向 1～4丁目

▼事前作成会日程　午前／午前 9時～ 11 時
　　　　　　　　　午後／午後 1時 30 分～ 3時 30 分

※対象地区以外の日でも、参加することができます。
※なお、ご自身で作成できる場合は、来場の必要はありません。

平成 27 年度の会場は市役所です。

　

平
成
27
年
中
に
農
業
収
入
が
あ
る
人
の
う
ち
、
ご
自
身
で
収
支
内
訳
書
を
作
成
で
き
な
い

人
を
対
象
に
、
農
業
所
得
収
支
内
訳
書
の
事
前
作
成
会
を
開
催
し
ま
す
。

問
合
せ
　
税
務
課
☎（
43
）1
1
1
1
内
線
1
3
3
・
（
43
）1
1
2
5

　税務署では、青色申告決算書の作成方法

や作成にあたっての注意点などについて、

右記のとおり説明会を開催します。

と　き　12 月 7 日（月）午後 1時 30 分～ 3時 30 分

ところ　商工会館 2階会議室

講　師　税務署職員または税理士

問合せ　春日部税務署☎ 048(733）2111

農
業
所
得
収
支
内
訳
書
事
前
作
成
会

▼持ち物

　領収書、出荷伝票、筆記用具、電卓、固定資産税額が分かる

もの（納税通知書および課税資産明細書）

　※持参資料に基づき、収支内訳書をご自身で作成していただ

きますので、事前に領収書などの計算をお願いします。

▼収支内訳書について	 

　収支内訳書は、所得申告の際に必要となりますので、それま

でに作成しておいてください。

　※収支内訳書、減価償却計算例および参考資料は、税務課、

ウェルス幸手、コミュニティセンターで配布しています。

早

期

接

続

を

　

10
月
末
日
現
在
、
市
街
化
区
域

面
積
の
約
52
・
3
％
（
3
0
0
・
2

ha
）
の
区
域
で
公
共
下
水
道
が
利

用
で
き
ま
す
。
今
後
も
生
活
環
境

改
善
の
た
め
、
公
共
下
水
道
の
整

備
・
促
進
に
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

公
共
下
水
道
は
、
み
な
さ
ん
が

利
用
し
て
初
め
て
、
そ
の
機
能
と

効
力
が
発
揮
で
き
る
も
の
で
す
。

　

公
共
下
水
道
を
利
用
で
き
る
区

域
内
に
建
物
を
所
有
し
、
ま
だ
接

続
し
て
い
な
い
人
は
、
ぜ
ひ
、
接

続
換
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

雨

水

は

絶

対

流

入

さ

せ

な

い

　

雨
水
は
公
共
下
水
道（
汚
水
管
）

に
流
せ
ま
せ
ん
。
雨
水
が
大
量
に

公共下水道の
普及にご協力を

問合せ

　　下水道課☎（47）3340

　　　　　　（48）0120
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流
入
す
る
と
、
汚
水
が
逆
流
し
、

ト
イ
レ
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た

り
、
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
汚
水
が

れ
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
汚
水
マ
ス
の
ふ
た
が
壊
れ
て
い

る
場
合
は
、
早
急
に
修
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
配
管
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、

至
急
改
善
し
て
く
だ
さ
い
。

※
故
意
に
雨
水
を
流
入
さ
せ
た
場

合
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

下
水
の
水
質
改
善
に

ご
協

力

く

だ

さ
い

▼
油
を
流
さ
な
い

　

流
入
し
た
油
分
は
下
水
道
管
に

固
着
し
、
詰
ま
り
の
原
因
に
な
り

ま
す
。
使
用
後
の
油
は
固
め
、
燃

や
せ
る
ご
み
で
処
分
す
る
な
ど
、

水
質
改
善
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
飲
食
店
な
ど
の
油
の
回

収
器
は
、
定
期
的
な
点
検
・
清
掃

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
悪
質
業
者
に
ご
注
意
を

　

市
内
で
宅
地
内
排
水
設
備
の
点

検
・
清
掃
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
内
容
で
、
清
掃
な
ど
を

請
け
負
う
業
者
が
あ
り
ま
す
。
各

家
庭
の
設
備
点
検
・
清
掃
は
、
個

人
の
責
任
で
行
う
も
の
で
あ
り
、

義
務
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　青少年育成推進員は、青少年の健全育成を図るた

め、定期的な会議のほか、つぎのような活動に取り

組んでいます。

○学校訪問（市内小・中学校、高校）

　子どもたちの学校や地域での状況についての情報

交換　

○非行防止パトロール

　公園やゲームセンター、コンビニエンスストアな

ど、子どもや若者が集ま

　る場所の夜間巡回

○非行防止キャンペーン

　幸手駅、杉戸高野台駅に

おける非行防止啓発チラ

シの配布

います。

　相談日　月曜～金曜日

　　　　　午前 9時 30 分～午後 3時 30 分

　ところ　旧保健センター内

　問合せ　心すこやか支援室☎(42)0356

■ 電話相談窓口

➤埼玉県よい子の電話教育相談（24時間365日対応）

　子ども（18 歳以下）専用   ☎0120(86)3192

　保護者専用             ☎048(556)0874

　メール相談　　　　　　　soudan@spec.ed.jp

➤埼玉県警察少年サポートセンター

　相談日　月曜～土曜日（祝日・年末年始を除く）

  　      午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

　ヤングテレホンコーナー　☎048(861)1152

問合せ　

　社会教育課☎(43)1111 内線 643・☎(42)5803

　学校教育課☎(43)1111 内線 632・(43)3188

　内閣府は、11 月を「子ども・若者育成支援強調月間」と定め、他省庁や自治体、青少年関係諸団体と

連携し、児童虐待の予防、非行防止、犯罪や有害環境から守る取組み、児童虐待の予防、子育て家庭

への支援、青少年の社会的自立支援の推進、いじめの防止などの取組みを全国一斉に展開します。

　また、県では、11 月を「いじめ撲滅強調月間」に、市では 11 月 1 日から 15 日を「いじめ防止強化期間」

と定め、市内各学校と連携しながら、いじめの未然防止のための取組みを積極的に推進します。

11月は子ども ・若者育成支援強調月間

■ 心すこやか支援室

　不登校や友人関係、進路など

で悩んでいる市内小・中学生や

卒業生からの相談をお受けして

相　談　窓　口 青少年育成推進員の活動


